
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号
）

新
旧
対
照
表(

案)

改

正

案

現

行

第
六
条

学
校
の
第
一
看
護
学
科
の
入
学
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

第
六
条

学
校
の
第
一
看
護
学
科
の
入
学
試
験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
入
学
願
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

る
者
は
、
入
学
願
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
学
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
て
、
学
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九

十
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援

二

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援

学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
長
の
調
査
書
（
高
等
学
校
の
卒
業
に
係
る
者
に
限
る
。
）

の
長
の
調
査
書
（
高
等
学
校
の
卒
業
に
係
る
者
に
限
る
。
）

三

推
薦
書
（
次
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

三

推
薦
書
（
次
条
第
三
項

）
の
規
定
に
よ
る
学
科
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と

の
規
定
に
よ
る
学
科
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
限
る
。
）

す
る
者
に
限
る
。
）

四

履
歴
書
（
次
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

（
新
設
）

）
の
規
定
に
よ
る
学
科
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
限
る
。
）

五

写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
無
帽

四

写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
無
帽

の
上
半
身
像
で
所
定
の
大
き
さ
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
）

の
上
半
身
像
で
所
定
の
大
き
さ
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
）

六

そ
の
他
学
校
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

五

そ
の
他
学
校
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
七
条

学
校
長
は
、
前
条
各
項
の
書
類
を
提
出
し
た
者
に
つ
い

第
七
条

学
校
長
は
、
前
条
各
項
の
書
類
を
提
出
し
た
者
に
つ
い

て
入
学
試
験
を
行
う
。

て
入
学
試
験
を
行
う
。

２

前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

２

前
項
の
入
学
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

一

学
科
試
験

一

学
科
試
験

二

人
物
考
査

二

人
物
考
査

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
看
護
学
科
の
入
学
試
験

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
看
護
学
科
の
入
学
試
験

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
学
校
長
が
指
定
す
る
学
校
等

、
学
科
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

の
長
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験
の
一
部
を

一

学
校
長
が
指
定
す
る
学
校
等
の
長
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者

免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
学
校
長
が
定
め
る
条
件
を
満

た
す
者

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
者
の

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
者
の

入
学
の
許
可
は
、
当
該
学
科
の
定
員
の
十
分
の
六
・
二
五
の
範

入
学
の
許
可
は
、
当
該
学
科
の
定
員
の
十
分
の
六
・
二
五
の
範

囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

囲
内
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。


